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第 １ 章

人 事 委 員 会 関 係

－　1　－



第１章 人事委員会関係

１ 人事委員会の設置
地方公務員法（昭和25年法律第261号）第７条の規定により、都道府県及び指定都市

は、条例で人事委員会を置くものとされており、本県においては、昭和26年6月12日に、
岡山県人事委員会設置条例(昭和26年6月11日条例第34号)により設置された。

２ 人事委員会の組織と権限
(1) 組 織

人事委員会は３人の委員をもって組織する合議制の機関である。
人事委員会が合議制の機関とされるのは、その職務が、勤務条件に関する措置の要求

の審査や不利益処分の審査請求に対する裁決等に典型的に現れるように、中立かつ公平
さを要求されることによるものである。

(2) 権 限
人事委員会の権限は、地方公務員法第８条に規定されており、これを機能的に大別す

ると次のとおりである。

人事行政に関する事項を調査し、人事記録の管理及び人事に関する統計報告
を作成すること。

給与その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究
を行い、その成果を議会若しくは長又は任命権者に提出すること。

行
人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し議会及び長に意見を申

し出ること。

政 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること。

給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に
勧告すること。

権
職員の競争試験及び選考等に関する事務を行うこと。

職員の給与が、地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われること
限 を確保するために必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理する
こと。

職員の苦情を処理すること。

法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事務（職員団体の登録、
労働基準監督機関の職権行使等）。

準
立
法 法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事項に関し人事委員会規
的 則を制定すること。
権
限

準 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、
司 これに必要な措置をとること。
法
的 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
権
限 学校医等の公務災害補償に関する審査請求を審査すること。
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３ 人事委員会の委員
委員の任期は４年と規定されている。ただし、補欠委員の任期は前任の委員の残任期

間とされる。

職・氏 名 就任年月日 任 期 備 考

委員長 秋山 義信 平成26年10月13日 令和 4年10月12日 ２期目 平成30年11月1日から委員長

委員長職務代理者 武井 祐子 平成30年 7月16日 令和 4年 7月15日 １期目 平成30年11月6日から委員長職務代理者

委 員 吉松 裕子 令和元年10月 6日 令和 5年10月 5日 １期目 令和元年10月18日から労働基準監督機関職権行使者

４ 人事委員会の運営
委員会の委員長は、３人の委員から互選によって選ばれ、委員会の事務を処理し、委

員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が職務を代理する。
会議は、委員全員が出席しなければ開くことができないが、公務の運営等に著しい支障
が生ずると認められるときは、２人の委員が出席すれば会議を開くことができる。議事
の決定は、出席委員の過半数によることとなっており、議事については、委員長は他の
委員と同一の権限を行使することとしている。
会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が召集す

る。会議は、原則として非公開であるが、委員会の議決によって公開とすることができ
る。議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(1) 令和３年度人事委員会開催状況

区 分 令和３年度

会 議 ２５ 回

議 案 ７８ 件

報 告 事 項 ２６ 件

そ の 他 １９ 件

(2) 令和３年度人事委員会議事一覧表
（資料１）のとおり
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（資料１） 令和３年度人事委員会議事一覧表

月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

４／８ １ 議第１号 平成２８年第１号不服申立事案に係る裁決書（案）について

（木） 議第２号 令和２年第２号措置要求事案に係る判定書（案）について

議第３号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験の実施について

議第４号 令和３年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験の実施について

議第５号 令和３年度第１回岡山県警察官採用試験第一次試験問題の決定について

報告事項 （１）令和２年度苦情相談（下半期）の処理状況について

（２）令和３年職種別民間給与実態調査の実施について

（３）岡山県職員共闘会議からの要求書受取の概要について

（４）岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要について

その他 ・委員視察について

・令和３年度に実施する採用試験に係る採用予定者数等について

５／１０ ２ 議第６号 平成２８年第１号不服申立事案に係る裁決書（案）について

（月） 議第７号 令和３年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験第一次試験問題の決定について

議第８号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）第二次試験の課題の決定に

ついて

議第９号 岡山県警察官採用試験に係る実施計画（令和３年度第２回）の変更承認につ

いて

報告事項 （１）岡山県職員共闘会議との局長会見の概要について

その他 ・令和３年度中国地方人事委員会協議会委員全員会議の意見交換議題について

５／３１ ３ 議第１０号 平成２８年第１号不服申立事案に係る裁決書（案）について

（月） 議第１１号 岡山県職員特殊勤務手当支給規則附則第７項第３号の規定による承認について

議第１２号 令和３年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試験

の実施について

議第１３号 令和３年度岡山県警察行政職員Ｂ採用試験の実施について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

報告事項 （１）令和３年度岡山県職員Ａ採用試験の申込状況について

その他 ・令和３年人事委員会勧告日に係る日程調整について

６／１６ ４ 議第１４号 条例案に対する人事委員会の意見について

（水） 議第１５号 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用についての一部改正について

議第１６号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について

その他 ・委員視察について

７／１４ ５ 議第１７号 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正について

（水） 議第１８号 岡山県警察官、岡山県警察交通巡視員及び岡山県警察行政職員採用試験に係

る実施基準等の一部改正について

議第１９号 令和３年度障がい者対象の岡山県職員等採用試験の実施について

議第２０号 令和３年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験の実施について

その他 ・職員の給与等に関する報告及び勧告に係る協議予定について

・委員視察について

７／２８ ６ 議第２１号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（水） 議第２２号 特別休暇の特例承認について

議第２３号 職務に専念する義務の免除について

議第２４号 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用についての一部改正について

報告事項 （１）全人連公平審査事務研修会の概要について

（２）令和３年職種別民間給与実態調査の実施状況について

その他 ・岡山県職員Ａ採用試験二次試験の実施について

８／７ ７ 議第２５号 令和３年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用

（土） 候補者名簿の確定について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

その他 ・令和３年度第１回岡山県警察官Ａ・Ｂ採用試験の結果に係る警察本部から

の報告について

８／１９ ８ 議第２６号 本年の人事院勧告に係る人事委員会の対応案について

（木） 議第２７号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

報告事項 （１）岡山県公務共闘会議からの要請書受取の概要について

８／２４ ９ 議第２８号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 議第２９号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用候補者名

簿の確定について

議第３０号 令和３年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察行政職員Ｂ採用試験

第一次試験問題の決定について

報告事項 （１）時間外勤務命令の特例適用に係る任命権者からの報告について

（２）解雇予告の除外認定について

８／３０ 10 議第３１号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（月）

報告事項 （１）岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の概要について

（２）令和３年度勤務条件等実態調査（前期）について

その他 ・令和３年度教職員の勤務実態調査結果について

９／８ 11 議第３２号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（水） 議第３３号 条例案に対する人事委員会の意見について

議第３４号 岡山県職員特殊勤務手当の運用についての一部改正について

議第３５号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験の追加実施について

報告事項 （１）中国地方人事委員会協議会次長・給与主管課長会議の概要について

その他 ・岡山県における知的障がい者の雇用状況について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

９／１３ 12 議第３６号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（月） 議第３７号 令和３年度社会人経年者等対象の岡山県職員採用試験第一次試験問題の決定

について

９／２１ 13 議第３８号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火）

報告事項 （１）岡山県職員共闘会議との局長会見の概要について

（２）岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要について

その他 ・岡山県職員共闘会議との委員会見（９月２７日）について

９／２８ 14 議第３９号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火）

報告事項 （１）岡山県公務共闘会議との次長会見の概要について

その他 ・議会での説明委任等について

１０／１５ 15 議第４０号 新型コロナウイルス感染症への対応に係る特別休暇について

（金） 議第４１号 令和３年度障がい者を対象とした岡山県職員等採用試験第一次試験問題の決

定について

議第４２号 令和３年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試験

第二次試験問題の決定について

報告事項 （１）令和３年度（上半期）苦情相談の処理状況について

１１／１８ 16 議第４３号 職務に専念する義務の免除の取扱いの廃止について

（木） 議第４４号 令和３年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試験

に係る最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について

議第４５号 令和３年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験第二次試験の課題の決

定について

議第４６号 公文書一部開示決定への審査請求事案に係る審査及び裁決書（案）について

報告事項 （１）解雇予告の除外認定について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

（２）令和３年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験の採用候補者名簿の削除に

係る警察本部からの報告について

１１／２５ 17 議第４７号 令和３年度岡山県警察行政職員Ｂ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用

（木） 候補者名簿の確定について

報告事項 （１）都道府県人事委員会等の報告及び勧告の状況について

１２／８ 18 議第４８号 令和３年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験に係る最終合格者の決

（水） 定及び採用候補者名簿の確定について

議第４９号 令和３年度障がい者対象の岡山県職員等採用試験に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について

議第５０号 令和３年度岡山県職員Ａ採用試験（追加実施分）に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について

その他 ・保護者向け岡山県職員・警察官等採用説明会の開催について

１２／１７ 19 議第５１号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正等について

（金） 議第５２号 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正につ

いて

議第５３号 新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策としての休憩時間に係る特別措

置について

議第５４号 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第１６条第４項に規定する昇格に

関する基準の一部改正について

議第５５号 選考を任命権者に委任する職の範囲の公示の改正について

１／１３ 20 議第５６号 選考により採用することができる職の範囲の一部改正について

（木） 議第５７号 任期付職員の採用の承認について

議第５８号 任期付職員の任期の更新の承認について

議第５９号 岡山県警察官採用試験に係る実施計画の承認について

報告事項 （１）ラスパイレス指数の状況について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

その他 ・警察官採用試験（体力試験欠点制度）の見直しについて

・任期付職員の第二次選考結果について

２／３ 21 議第６０号 職員の配偶者同行休業の運用についての一部改正について

（木） 議第６１号 令和４年度岡山県職員等採用試験実施計画について

議第６２号 岡山県警察官採用試験に係る実施基準等の一部改正について

報告事項 （１）岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）の実施状況等について

その他 ・アピールシート試験におけるテーマ及び質問事項の検討について

２／１７ 22 議第６３号 行政手続における押印等の見直しについて

（木） 議第６４号 岡山県県費負担教職員の給与に関する規則の一部改正について

議第６５号 岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）のアピールシート試験実施要領の一部

改正について

議第６６号 令和４年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）の実施について

３／７ 23 議第６７号 条例案に対する人事委員会の意見について

（月） 議第６８号 職員の分限に関する規則等の一部改正について

議第６９号 職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について

議第７０号 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正について

議第７１号 岡山県職員特殊勤務手当支給規則等の一部改正について

議第７２号 令和４年度以降の昇給の取扱いについて

報告事項 （１）岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の概要について

その他 ・第一次試験等の合格通知方法の見直しについて

３／１８ 24 議第７３号 令和４年４月１日等人事異動に伴う協議について

（金） 議第７４号 令和４年４月１日等人事異動に伴う事務局職員の任免について

議第７５号 任期付職員の採用の承認について

３／２８ 25 議第７６号 給料の調整額に関する規則の一部改正について

（月） 議第７７号 通勤手当（新幹線鉄道等利用）に係る人事委員会の承認について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

議第７８号 公印の押印見直しに伴う人事委員会通知の改正について

報告事項 （１）人事委員会からの発送文書における公印の押印見直しについて

（２）令和４～６年度学校における働き方改革重点取組について

その他 ・受験申込書等の性別記載欄について
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事務局の組織及び分掌事務等
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第２章 事務局の組織及び分掌事務等

１ 事務局の組織

<審査・給与班> 主 任 ２

総括主幹
主 事 ２

事務局長 次 長
主 幹 ３

<任 用 班>
総括副参事 主 任 １

主 事 １

（令和3年4月1日現在）

２ 事務局職員の定数及び現員

人事委員会事務局の職員定数 １２人
人事委員会事務局の職員現員 １３人
〔岡山県職員等定数条例第２条６号〕

３ 事務局の事務分掌

班 事 務 分 掌

１ 事務局職員の任免その他人事に関すること
２ 予算経理及び物品出納に関すること
３ 審査請求・措置要求に関すること

審 ４ 分限・懲戒及び服務の手続に関すること
査 ５ 勤務時間その他の勤務条件に関すること
・ ６ 労働基準監督に関すること
給 ７ 職員団体に関すること
与 ８ 給与等に関する報告及び勧告に関すること
班 ９ 民間給与実態調査に関すること
10 職員給与実態調査に関すること
11 給料表及び初任給・昇格・昇給等に関すること
12 諸手当その他給与制度に関すること

任 １ 採用試験に関すること
用 ２ 選考に関すること
班 ３ 臨時的任用に関すること

４ 人事委員会規則の制定改廃状況

（資料２）のとおり

５ 条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況

（資料３）のとおり
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６ 令和３年度予算の状況

当初予算額事項別一覧表 （単位：千円）

分 類 予 算 額 財源内訳
説 明

事 項 名 ( )は前年 特 定 一 般

(義務) 事務局人件費
人事委員会事務局 105,463 105,463 給 料 49,236
職 員 費 (104,757) (104,757) 諸手当 37,997

共済費 18,230

(一般) 委員報酬等経費
人 事 委 員 会 費 7,357 7,357 (報酬額) 平成23年4月１日改定

(7,379) (7,379) 委員長：日額 35,000円
月額 45,000円

委 員：日額 30,000円
月額 35,000円

(一般) 事務局運営費 17,373
人事委員会事務局 17,835 462 17,373
運 営 費 (17,777) (462) (17,315) 受託公平委員会費 462

１０市１２町村３6一部事務組合に係る公平委員会
の受託事務費（年額）

市 @30×10団体
町村（百人以上）@ 9× 6団体
町村（百人未満）@ 6× 6団体
一部事務組合 @ 2×36団体

事務局計 130,655 462 130,193
(129,913) (462) (129,451)
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

9 R3.6.25

岡山県が公平委員会の事務を受託し
ている地方公共団体の管理職員等の
範囲を定める規則の一部を改正する
規則

岡山県が公平委員会の事務を受託し
ている地方公共団体における組織改
正等に伴い、管理職員等の範囲につ
いて、所要の改正を行う。

R3.6.25

10 R3.7.30
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

医療職給料表（一）の保健所の職の
区分に「副所長」を設ける等所要の改
正を行う。

R3.8.1

11 R3.10.29
岡山県職員特殊勤務手当支給規則
の一部を改正する規則

下水道法の改正に伴い、所要の改正
を行う。

R3.11.1

12 R3.12.24
職員の勤務時間、休日及び休暇に関
する規則の一部を改正する規則

産休代替任期付職員の年次休暇付
与にあたっての計算方法を、育休代
替任期付職員と同様の計算方法に
改正する等所要の改正を行う。

R4.1.1

13 R3.12.24
会計年度任用職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する規則の一部を改
正する規則

不妊治療のための休暇、配偶者出産
休暇及び育児参加のための休暇の
新設並びに産前・産後休暇の有給化
等所要の改正を行う。

R4.1.1

1 R4.2.25
勤務条件に関する措置の要求に関
する規則の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

2 R4.2.25
岡山県職員給与支給規則の一部を
改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

3 R4.2.25
学校医、学校歯科医及び学校薬剤
師の公務災害補償の審査の請求に
関する規則の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

4 R4.2.25
岡山県県費負担教職員の給与に関
する規則の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

5 R4.2.25
通勤手当に関する規則の一部を改正
する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

6 R4.2.25
不利益処分についての審査請求に
関する規則の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

7 R4.2.25
職員団体の登録等に関する規則の
一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

8 R4.2.25
岡山県職員特殊勤務手当支給規則
の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

人事委員会規則の制定改廃状況
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

人事委員会規則の制定改廃状況

9 R4.2.25
住居手当に関する規則の一部を改正
する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

10 R4.2.25
職員の育児休業等に関する規則の
一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

11 R4.2.25
岡山県人事委員会聴聞及び弁明の
機会の付与に関する規則の一部を改
正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

12 R4.2.25
職員の自己啓発等休業に関する規
則の一部を改正する規則

行政手続における押印等の見直しを
行う等所要の改正を行う。

R4.2.25

13 R4.3.8
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R4.3.11

14 R4.3.22
岡山県県費負担教職員の給与に関
する規則の一部を改正する規則

へき地学校等及び特別の地域に所
在する学校等の指定の見直しを行
う。

R4.4.1

15 R4.3.22
会計年度任用職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する規則の一部を改
正する規則

会計年度任用職員の育児休業・介護
休暇等の取得要件を緩和する等所
要の改正を行う。

R4.4.1

16 R4.3.22
職員の分限に関する規則の一部を改
正する規則

職員を不妊症等治療休職にすること
ができる回数を定める等所要の改正
を行う。

R4.4.1

17 R4.3.22
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

復職時等における号給数の調整に関
し、不妊症等治療休職の事由の規定
を加える改正を行う。

R4.4.1

18 R4.3.22
岡山県職員特殊勤務手当支給規則
の一部を改正する規則

岡山県職員特殊勤務手当支給条例
の一部改正並びに岡山県警察爆発
物処理班の編成及び運用規程の廃
止に伴い、爆発物処理要員の定義を
定める等所要の改正を行う。

R4.4.1

19 R4.3.22
職員の育児休業等に関する規則の
一部を改正する規則

職員が育児休業を取得しやすい勤務
環境を整備するために任命権者が講
ずべき措置等を定める等所要の改正
を行う。

R4.4.1

20 R4.3.25
公益的法人等への職員の派遣等に
関する規則の一部を改正する規則

職員を派遣することができる公益的法
人等に、新たな法人を追加する。

R4.4.1
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

人事委員会規則の制定改廃状況

21 R4.3.31
管理職手当に関する規則の一部を改
正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R4.4.1

22 R4.3.31
給料の調整額に関する規則の一部を
改正する規則

岡山市の設置する義務教育諸学校
の教職員に係る給与負担等の移譲
に伴う経過措置が終了したため、所
要の改正を行う。

R4.3.31

23 R4.3.31
管理職員等の範囲を定める規則の一
部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R4.4.1

24 R4.3.31
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R4.4.1

25 R4.3.31
職員の退職管理に関する規則の一
部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R4.4.1
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(資料3)

議会 条　　　　　例　　　　　案 意　　　　　　見

６月議会

岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県新型コロナ
ウイルス感染症対応中小企業支援基金条例の一部を改正
する条例
（第１条に限る。）

異議ありません

９月議会 岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 異議ありません

岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例
（一般職の職員に適用される部分に限る。）

一部に勧告の内容と異なる部分があります
が、国家公務員の給与の改定方針に準じた
措置であり、やむを得ないものと考えます。

岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 異議ありません

職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 異議ありません

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 異議ありません

条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況

２月議会
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で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

行
政

、
環

境
、

衛
生

、
・

平
成

1
2
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
択

一
式

2
時

間
3
0
分

農
業
、
土
木
、
農
業
土
木
、

該
当

す
る

も
の

・
専

門
試

験
畜

産
、

林
業

、
建

築
、

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

択
一

式
2
時

間
県

電
気

し
た

者
又

は
令

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
適

性
検

査
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者

＜
県

職
員

Ａ
(
追

加
)
＞

・
平

成
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
2
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

環
境

、
土

木
、

建
築

、
・

平
成

1
2
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
択

一
式

2
時

間
電

気
該

当
す

る
も

の
・

専
門

試
験

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

択
一

式
2
時

間
職

し
た

者
又

は
令

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
適

性
検

査
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者

＜
県

職
員

Ａ
(ｱ
ﾋﾟ
ｰﾙ
型

)＞
・

平
成

7
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
2
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
基

礎
能

力
試

験
（

S
P
I
3
）

・
口

述
試

験
行

政
・

平
成

1
2
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
択

一
式

1
時

間
1
0
分

該
当

す
る

も
の

・
ア

ピ
ー

ル
シ

ー
ト

試
験

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

1
時

間
3
0
分

員
し

た
者

又
は

令
和

4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
適

性
検

査
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者

＜
県

職
員

Ｂ
＞

・
平

成
1
2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

作
文

試
験

事
務

、
土

木
、

林
業

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

を
除

く
択

一
式

2
時

間
・

口
述

試
験

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。
）

を
卒

業
・

専
門

試
験

(
土
木
、
林
業
の
み
)

し
た

者
又

は
令

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

択
一

式
2
時

間
等

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

・
適

性
検

査

市
町

村
立

小
・

中
学

校
Ａ

・
平

成
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
2
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

事
務

職
員

Ｂ
・

平
成

1
2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者
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試
験

区
分

受
験

資
格

第
一

次
試

験
第

二
次

試
験

社
会

人
経

験
者

等
対

象
・

昭
和

5
6
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

7
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

の
県

職
員

択
一

式
1
時

間
3
0
分

・
論

文
試

験
（

土
木

の
み
）

行
政

、
土

木
・

専
門

試
験

（
土

木
の

み
）

択
一

式
2
時

間
県

・
論

文
試

験
（

行
政

の
み

）
1
時

間
3
0
分

・
適

性
検

査
・

資
格

加
点

（
行

政
の

み
）

職
障

が
い

者
対

象
の

・
次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

す
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

・
県

職
員

①
平

成
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
択

一
式

2
時

間
・

市
町

村
立

小
・

中
学

者
・

作
文

試
験

1
時

間
校

事
務

職
員

②
次

に
掲

げ
る

手
帳

等
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

交
付

を
受

け
て

・
適

性
検

査
い

る
者

員
ｱ

身
体

障
害

者
手

帳
ｲ

身
体

障
害

者
福

祉
法

第
1
5
条

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

の
定

め
る

医
師

が
作

成
し

た
、

障
害

の
種

類
及

び
程

度
並

び
に

障
害

者
雇

用
促

進
法

別
表

に
掲

げ
る

障
害

に
該

当
す

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

診
断

書
・

意
見

書
等

ｳ
産

業
医

に
よ

る
ｲ
に

準
じ

る
診

断
書

・
意

見
書

ｴ
都

道
府

県
知

事
等

が
交

付
す

る
療

育
手

帳
ｵ

児
童

相
談

所
等

に
よ

る
知

的
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

判
定

書
ｶ

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
③

活
字

印
刷

文
又

は
点

字
に

よ
る

出
題

に
対

応
で

き
る

者
（

点
字

に
よ

る
出

題
は

県
職

員
に

限
る

）

警
察

官
Ｂ

・
昭

和
6
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
5
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
・

教
養

試
験

・
口

述
試

験
(
男

性
・

女
性

)
者

。
た

だ
し

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

受
験

す
る

こ
択

一
式

2
時

間
・

身
体

検
査

２
警

令
和

３
年

1
0
月

採
用

と
が

で
き

な
い

。
・

作
文

試
験

1
時

間
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
・

適
性

検
査

し
た

者
又

は
令

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
体

力
試

験
3
時

間
程

度
察

（
岡

山
県

警
察

本
部

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
・

身
体

検
査

１
含

む
。
）

・
資

格
加

点
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

高
等

学
校

を
令

和
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

令
官

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

（
岡

山
県

警
察

本
部

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
含

む
。
）
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試
験

区
分

受
験

資
格

第
一

次
試

験
第

二
次

試
験

警
察

官
Ａ

・
昭

和
6
3
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
・

教
養

試
験

・
口

述
試

験
(
男

性
・

女
性

)
該

当
す

る
も

の
択

一
式

2
時

間
・

身
体

検
査

２
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
・

論
文

試
験

1
時

間
3
0
分

し
た

者
又

は
令

和
4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
適

性
検

査
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者
・

体
力

試
験

3
時

間
程

度
・

身
体

検
査

１
・

資
格

加
点

警
警

察
官

Ｂ
・

昭
和

6
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

(
男

性
・

女
性

)
で

、
Ａ

の
受

験
資

格
上

記
（

①
②

）
に

該
当

し
な

い
も

の
択

一
式

2
時

間
・

身
体

検
査

２
・

作
文

試
験

1
時

間
・

適
性

検
査

・
体

力
試

験
3
時

間
程

度
・

身
体

検
査

１
・

資
格

加
点

察
警

察
行

政
職

員
Ａ

・
平

成
3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
2
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

・
平

成
1
2
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
択

一
式

2
時

間
3
0
分

該
当

す
る

も
の

・
論

文
試

験
1
時

間
3
0
分

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

し
・

適
性

検
査

た
者

又
は

令
和

4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

官
警

察
行

政
職

員
Ｂ

・
平

成
1
2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

・
教

養
試

験
・

口
述

試
験

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

を
除

く
択

一
式

2
時

間
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
・

作
文

試
験

1
時

間
し

た
者

又
は

令
和

4
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

・
適

性
検

査
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者

障
が

い
者

対
象

の
・

次
に

掲
げ

る
全

て
の

要
件

を
満

た
す

者
・

教
養

試
験

・
口

述
試

験
警

察
行

政
職

員
①

平
成

3
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
6
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
択

一
式

2
時

間
等

者
・

作
文

試
験

1
時

間
②

次
に

掲
げ

る
手

帳
等

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

の
交

付
を

受
け

て
・

適
性

検
査

い
る

者
ｱ

身
体

障
害

者
手

帳
ｲ

身
体

障
害

者
福

祉
法

第
1
5
条

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

の
定

め
る

医
師

が
作

成
し

た
、

障
害

の
種

類
及

び
程

度
並

び
に

障
害

者
雇

用
促

進
法

別
表

に
掲

げ
る

障
害

に
該

当
す

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

診
断

書
・

意
見

書
ｳ

産
業

医
に

よ
る

ｲ
に

準
じ

る
診

断
書

・
意

見
書

ｴ
都

道
府

県
知

事
等

が
交

付
す

る
療

育
手

帳
ｵ

児
童

相
談

所
等

に
よ

る
知

的
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

判
定

書
ｶ

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
③

活
字

印
刷

文
又

は
点

字
に

よ
る

出
題

に
対

応
で

き
る

者

（
３

）
特

徴
と

受
験

者
の

確
保

ア
申

込
者

は
、

県
職

員
Ａ

（
6
月

一
次

試
験

実
施

分
）

で
は

対
前

年
比

約
6
.
8
％

減
、

県
職

員
Ｂ

に
つ

い
て

は
約

2
7
.
0
％

減
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
警

察
官

に
つ

い
て

は
約

1
2
.
8
％

減
と

な
っ

た
。

イ
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

を
受

け
る

中
、

受
験

者
の

確
保

に
向

け
、

採
用

説
明

会
に

お
い

て
は

、
対

面
方

式
と

オ
ン

ラ
イ

ン
方

式
を

併
用

も
含

め
状

況
に

応
じ

て
使

い
分

け
る

等
、

参
加

者
の

安
全

面
や

利
便

性
の

向
上

等
に

配
意

し
て

開
催

し
た

。
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（４）令和３年度試験概要
①（県職員関係等）

注：（ ）は、女性で内数

採 用 申 込 者 受 験 者 受 験 率 第 一 次 第 二 次 最 終 競 争 率 採 用 者

試 験 区 分 予 定 者 合 格 者 受 験 者 合 格 者 受験者／最終合格者

〈人〉 〈人〉 〈人〉 〈％〉 〈人〉 〈人〉 〈人〉 〈倍〉 〈人〉

(182) (123) (85) (79) (49) (33)
66 407 280 68.8 201 183 84 3.3 59

公示 4月23日 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
一次 6月20日 3 21 17 81.0 9 8 5 3.4 2
一次合格発表　6月30日 ( 6) ( 4) ( 4) ( 4) ( 2) ( 2)
二次 7月14日～16日 4 9 6 66.7 6 6 4 1.5 4

7月19日～21日 (21) (13) (11) (11) ( 6) ( 5)
8月7日～10日，14日 10 53 40 75.5 30 27 13 3.1 10

二次合格発表　8月26日 ( 4) ( 3) ( 3) ( 3) ( 3) ( 2)
15 25 14 56.0 11 10 10 1.4 7

( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
5 9 9 100.0 7 7 6 1.5 5

( 5) ( 3) ( 3) ( 3) ( 2) ( 2)
2 6 4 66.7 4 4 3 1.3 3

( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
2 9 5 55.6 4 3 3 1.7 3

( 3) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
2 5 2 40.0 2 2 1 2.0 1

5 16 11 68.8 10 10 5 2.2 3
(226) (151) (110) (104) (66) (47)

114 560 388 69.3 284 260 134 2.9 97
( 3) ( 2)

公示 9月17日 1 14 9 64.3 4 4 2 4.5 2
一次 11月7日 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
一次合格発表 11月17日 6 8 7 87.5 5 4 3 2.3 3
二次 11月24日,12月4日 ( 1)
二次合格発表 12月14日 1 6 3 50.0 2 2 1 3.0 1

2 12 11 91.7 8 4 3 3.7 2
( 5) ( 3) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

10 40 30 75.0 19 14 9 3.3 8

公示 3月1日

一次 4月18日 (135) (112) (28) (24) (15) ( 7)
一次合格発表　5月12日 11 259 210 81.1 45 38 17 12.4 8
二次　　　6月5日、6日

二次合格発表　6月17日

(20) (16) ( 7) ( 6) ( 4) ( 3)
公示 7月2日 4 41 30 73.2 13 12 7 4.3 5
一次 9月26日 ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
一次合格発表 10月13日 3 11 10 90.9 9 9 7 1.4 5
二次 10月30日

10月30日～11月6日 1 2 2 100.0 2 2 2 1.0 2
二次合格発表 11月19日 (22) (18) ( 8) ( 7) ( 5) ( 4)

8 54 42 77.8 24 23 16 2.6 12
(69) (42) (10) ( 7) ( 3) ( 3)

公示 8月10日 10 213 137 64.3 32 23 12 11.4 12
一次 10月17日

一次合格発表 11月4日 3 7 5 71.4 4 3 3 1.7 3
二次 11月27日，28日 (69) (42) (10) ( 7) ( 3) ( 3)
二次合格発表 12月14日 13 220 142 64.5 36 26 15 9.5 15

(139) (76) (30) (20) (10) ( 8)
12 225 119 52.9 54 42 14 8.5 10

(27) (20) (12) (12) ( 7) ( 6)
8 49 40 81.6 25 25 8 5.0 6

(166) (96) (42) (32) (17) (14)
20 274 159 58.0 79 67 22 7.2 16

(11) ( 8) ( 6) ( 5) ( 3) ( 3)
公示 8月10日 8 33 26 78.8 19 15 6 4.3 6
一次 10月31日 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 0) ( 0)
一次合格発表 11月10日 1 1 1 100.0 1 1 0 － 0 
二次 11月29日～12月1日 (12) ( 9) ( 7) ( 6) ( 3) ( 3)
二次合格発表 12月14日 9 34 27 79.4 20 16 6 4.5 6

(635) (431) ( ) (206) (181) (110) (79)
185 1,441 998 69.3 507 444 219 4.6 162

(755) (528) (237) (209) (118) (86)
193 1,663 1,162 69.9 558 489 229 5.1 171

障がい者対象
県職員(事務)

小 ・ 中 学 校
事 務

計

① 県 職 員 等 合 計

総 合 計
① ＋ ② （ 裏 面 ）

事　　　　務

土　　　　木

林　　　　業

計

社会人経験者等対象
行 政

計

県職員Ａ（追加）
環 境

土 木

建 築

電 気

試験名

行 政

環 境

衛 生

農 業

土 木

Ａ
（県職員Ｂと同じ）

Ｂ

計

市町村立小・中学校事務

土 木

計

農 業 土 木

県職員Ａ

計

県職員Ａ（アピール型）

行政

県職員Ｂ

畜 産

林 業

建 築

電 気
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②(警察関係)

注：（ ）は、女性で内数

（参考）警察本部委任試験

注：（ ）内は、女性で内数

公示 4月23日

一次 6月20日 警 察 行 政 (95) (76) (20) (17) ( 6) ( 5)
一次合格発表　7月 7日 職 員 Ａ 5 171 128 74.9 33 27 7 18.3 6
二次　    　　7月31日

二次合格発表　8月12日

公示 7月 2日

一次 9月26日 警 察 行 政 (23) (19) (11) (11) (2) (2)
職 員 Ｂ 2 41 27 65.9 15 15 2 13.5 2

警 察 行 政 (2) (2)
職 員 1 10 9 90.0 3 3 1 9.0 1

(120) (97) (31) (28) ( 8) ( 7)
8 222 164 73.9 51 45 10 16.4 9

警察行政職員Ａ

警察行政職員Ｂ

一次合格発表 10月13日

二次　    　 11月13日

二次合格発表 12月 2日

障がい者対象

（県職員等と同じ）

② 警 察 行 政 合 計

採 用 申 込 者 受 験 者 受 験 率 第 一 次 第 二 次 最 終 競 争 率 採 用 者

試 験 区 分 予 定 者 合 格 者 受 験 者 合 格 者 受験者／最終合格者

〈人〉 〈人〉 〈人〉 〈％〉 〈人〉 〈人〉 〈人〉 〈倍〉 〈人〉

警 察 官 Ｂ

( 男 性 )10 月 10 149 123 82.6 83 74 13 9.5 9
公示 3月1日 警 察 官 Ｂ

一次 5月9日 ( 女 性 )10 月 3 41 29 70.7 18 17 4 7.3 4
5月1日,2日 小 計 13 190 152 80.0 101 91 17 8.9 13

一次合格発表　5月26日 警 察 官 Ａ

二次 7月3日,4日 ( 男 性 ) ４ 月 26 232 180 77.6 118 114 41 4.4 29
7月5日,10日 警 察 官 Ａ

二次合格発表  7月20日 ( 女 性 ) ４ 月 6 65 55 84.6 37 32 10 5.5 6
小 計 32 297 235 79.1 155 146 51 4.6 35

(106) (84) (55) (49) (14) (10)

45 487 387 79.5 256 237 68 5.7 48
警 察 官 Ａ

( 男 性 ) 12 145 84 57.9 58 52 14 6.0 14
公示 7月2日 警 察 官 Ａ

一次 9月19日 ( 女 性 ) 3 31 18 58.1 12 11 6 3.0 3
9月18日,20日 小 計 15 176 102 58.0 70 63 20 5.1 17

一次合格発表 10月 6日 警 察 官 Ｂ

二次 11月20日,21日 ( 男 性 ) 21 174 130 74.7 83 79 22 5.9 18
11月23日 警 察 官 Ｂ

二次合格発表  12月2日 ( 女 性 ) 4 63 42 66.7 29 28 6 7.0 6
小 計 25 237 172 72.6 112 107 28 6.1 24

(94) (60) (41) (39) (12) ( 9)

40 413 274 66.3 182 170 48 5.7 41

( 9) (96) (73) (49) (43) (16) ( 9)

47 473 337 71.2 225 209 71 4.7 52

( 7) (104) (71) (47) (45) (10) (10)

38 427 324 75.9 213 198 45 7.2 37

(16) (200) (144) (96) (88) (26) (19)
85 900 661 73.4 438 407 116 5.7 89

試験名

第１回警察官

計

第２回警察官

計

警察官計

警察官Ａ

警察官Ｂ

合計
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（５）採用試験実施結果一覧

注：（ ）内は、女性で内数
※１ 令和２年度までは「化学」として実施。
※２ 平成30年度までの障がい者対象の試験は、身体障がい者のみを対象とし、県職員及

び市町村立小・中学校事務職員は、併願可能としていた。

(123) (49) (127) (35) (121) (41)

66 280 84 3.3 49 306 74 4.1 50 312 70 4.5

(1) (1) (7) (1) (1)

3 17 5 3.4 2 19 3 6.3 2 8 2 4.0

(4) (2) (8) (2) (5) (2)

4 6 4 1.5 2 8 2 4.0 2 7 2 3.5

(13) (6) (17) (10) (12) (8)

10 40 13 3.1 14 36 18 2.0 9 29 15 1.9

(3) (3) (1) (1) (2) (1)

15 14 10 1.4 17 12 7 1.7 10 22 10 2.2

(2) (1) (2) (2) (4) (2)

5 9 6 1.5 7 6 6 1.0 5 7 4 1.8

(3) (2) (3) (1) (1) (1)

2 4 3 1.3 2 5 3 1.7 3 3 2 1.5

(1) (1) (2) (2) (3) (3)

2 5 3 1.7 4 7 6 1.2 5 9 5 1.8

(1) (1) (3) (1) (1)

2 2 1 2.0 1 4 1 4.0 1 2 2 1.0

(1)

5 11 5 2.2 4 7 3 2.3 3 3 0 －

(2)

1 9 2 4.5 － － － － － － － －

(1) (1) (2) (2)

6 7 3 2.3 10 8 3 2.7 5 10 5 2.0

(2) (1)

－ － － － 2 3 2 1.5 － － － －

1 3 1 3.0 － － － － － － － －

2 11 3 3.7 1 1 1 1.0 3 10 3 3.3

(112) (15) (64) (7) (113) (7)

11 210 17 12.4 10 170 15 11.3 5 292 9 32.4

(16) (4) (13) (3) (16) (3)

4 30 7 4.3 4 36 5 7.2 5 51 6 8.5

(2) (1)

3 10 7 1.4 3 9 3 3.0 3 5 3 1.7

1 2 2 1.0 2 2 － － － － － －

(42) (3) (54) (7) (53) (4)

10 137 12 11.4 15 164 16 10.3 10 154 10 15.4

3 5 3 1.7 3 7 4 1.8 2 2 － －

(76) (10) (77) (4) (55) (2)

12 119 14 8.5 7 135 7 19.3 5 109 5 21.8

(20) (7) (27) (5) (26) (3)

8 40 8 5.0 6 41 7 5.9 4 33 4 8.3

(8) (3) (9) (2) (5) (2)

8 26 6 4.3 8 19 4 4.8 11 19 7 2.7

(1) (1) (1)

1 1 0 － 1 1 0 － 1 1 0 －

8 18 2 9.0 8 22 7 3.1

2 9 2 4.5 2 8 3 2.7

8 99 12 8.3 8 81 10 8.1

2 24 3 8.0 2 23 2 11.5

23 180 43 4.2 49 174 81 2.1

10 100 12 8.3 20 67 20 3.4

5 42 9 4.7 6 51 16 3.2

2 23 5 4.6 3 20 3 6.7

22 135 24 5.6 33 147 36 4.1

2 40 6 6.7 4 40 4 10.0

(76) (6) (68) (5) (64) (7)

5 128 7 18.3 5 115 9 12.8 6 109 10 10.9

(19) (2) (12) (2) (24) (2)

2 27 2 13.5 2 25 3 8.3 2 32 2 16.0

(2)

1 9 1 9.0 1 1 0 － 1 0 － －

最終
合格

競争率

農業土木（追加）

土木

県職員
（障がい者対象）※２

小・中学校事務職員
（障がい者対象）※２

試験区分

社
会

人

行政

令和３年度

採用予
定者数

受験
者数

最終
合格

競争率

令和３年度

採用予
定者数

受験
者数

女性

警察行政職員

Ａ

Ｂ

警察行政職員
（障がい者対象）※２

女性

４
月
採
用

警察官Ａ
（男性）

第1回

第2回

警察官Ａ
（女性）

第1回

第2回

警察官Ｂ

男性

最終
合格

競争率

警
察
官

10
月
採
用

警察官Ａ

男性

女性

警察官Ｂ

男性

令和２年度 令和元年度

採用予
定者数

受験
者数

最終
合格

競争率
採用予
定者数

受験
者数

土木

市町村立小・中学校
事務職員

Ａ

Ｂ

Ｂ

事務

林業

電気

環境（追加）

土木（追加）

建築（追加）

電気（追加）

行政（アピール型）

農業

土木

農業土木

畜産

林業

建築

受験
者数

最終
合格

競争率

県
職
員

Ａ

行政

環境※1

衛生

試験区分

令和２年度 令和元年度

採用予
定者数

受験
者数

最終
合格

競争率
採用予
定者数
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２ 採用及び昇任の選考結果

知事 教育 警察 企業局 議会 その他 合計 知事 教育 警察 企業局 議会 その他 合計

9 1 1

8 1 1

7 1 1

6 5 4 2 11

5 1 1

4 1 1

3 2 4 1 7

2 7 7

1 23 4 1 28

5

4

3

2 4 4

1

4

3 2 2

2 1 1

1 2 2

7

6

5

4

3

2 9 9

1

6

5

4

3 3 3

2 11 1 12

1

9

8 1 1

7 9 9

6 8 8

5 5 5

4 11 11

3 5 5

2 5 5

1 3 3

71 13 54 138

医療職
（一）

医療職
（二）

昇任
等級給料表

採用

行政職

合計

医療職
（三）

公安職

研究職
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第 ４ 章

給 与 関 係 業 務
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第４章 給与関係業務
１ 職員給与の実態
令和３年４月１日現在における一般職の職員（企業職員等を除く。）の給与等の実態を調査した。その

結果は、次のとおりである。

（１） 給料表別、性別、学歴別の職員構成

注１：再任用職員、育休代替任期付職員は含まれていない。

注２：構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合がある。

男性 女性 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

人

19,029 11,497 7,532 16,281 679 2,064 5

％

100.0 60.4 39.6 85.6 3.6 10.8 0.0

人

4,845 3,248 1,597 3,598 307 936 4

％

25.5 67.0 33.0 74.3 6.3 19.3 0.1

人

3,571 3,159 412 2,338 169 1,063 1

％

18.8 88.5 11.5 65.5 4.7 29.8 0.0

人

3,695 2,078 1,617 3,562 68 65 -

％

19.4 56.2 43.8 96.4 1.8 1.8 -

人

58 35 23 58 - - -

％

0.3 60.3 39.7 100.0 - - -

人

6,358 2,704 3,654 6,247 111 - -

％

33.4 42.5 57.5 98.3 1.7 - -

人

223 176 47 222 1 - -

％

1.2 78.9 21.1 99.6 0.4 - -

人

24 16 8 24 - - -

％

0.1 66.7 33.3 100.0 - - -

人

144 76 68 127 17 - -

％

0.8 52.8 47.2 88.2 11.8 - -

人

111 5 106 105 6 - -

％

0.6 4.5 95.5 94.6 5.4 - -

医療職（三）

職 員 数

構 成 比

医療職（一）

職 員 数

構 成 比

医療職（二）

職 員 数

構 成 比

小中教育職

職 員 数

構 成 比

研 究 職

職 員 数

構 成 比

教育職（一）

職 員 数

構 成 比

教育職（二）

職 員 数

構 成 比

行 政 職

職 員 数

構 成 比

公 安 職

職 員 数

構 成 比

全 給 料 表

職 員 数

構 成 比

　　　　　　　　　　区　分
給料表

計
性　　　別 学　　　歴　　　別

－　30　－



（２） 給料表別の平均給与月額等

注：給料には、給料の調整額及び医療職給料表(三)の格付け見直しに伴う差額を含む。

人 歳 年 円 円 円 円

19,029 41.7 19.1 347,219 9,625 3,931 360,775

4,845 43.1 20.7 335,401 9,846 6,572 351,819

3,571 38.1 16.7 327,716 14,003 6,048 347,767

3,695 45.0 21.9 377,847 9,348 4,691 391,886

58 40.7 17.6 357,469 9,474 4,258 371,201

6,358 40.8 17.8 349,441 7,315 - 356,756

223 43.2 18.6 351,858 10,260 5,352 367,470

24 39.1 12.1 420,758 8,521 71,694 500,973

144 44.8 19.2 345,924 7,517 4,159 357,600

111 39.2 16.1 314,689 2,383 2,429 319,501

研 究 職

医 療 職 （ 一 ）

医 療 職 （ 二 ）

医 療 職 （ 三 ）

全 給 料 表

行 政 職

公 安 職

教 育 職 （ 一 ）

教 育 職 （ 二 ）

小 中 教 育 職

　　　　　　　　　　区　分

給料表

職 員 数 年 齢 経 験 年 数 給 料 扶 養 手 当 地 域 手 当 計
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２ 民間給与の調査
職員の給与を検討するため、令和３年４月現在における民間給与の実態を調査した。その概要は次の

とおりである。

（１） 調査事業所

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所のうちから、層化無作為抽出

法によって抽出した252の事業所について調査し、調査が完結した事業所は、次のとおりである。

なお、令和３年については、新型コロナウイルス感染症に対処する厳しい医療現場の環境に鑑み、

病院は調査対象から除外した。

企業規模 100人以上
規 模 計 500人以上 100人未満

産 業 500人未満

事業所 事業所 事業所 事業所

産 業 計 219 78 101 40

農 業 ， 林 業 、 漁 業 0 0 0 0

鉱業，採石業，砂利採取業、
11 3 4 4

建 設 業

製 造 業 112 35 56 21

電気・ガス・熱供給・水道業、
47 19 22 6

情報通信業、 運輸業，郵便業

卸 売 業 ， 小 売 業 15 5 7 3

金 融 業 ， 保 険 業、
6 5 1 0

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

教育，学習支援業、医療，福祉、
28 11 11 6

サ ー ビ ス 業

（２） 職種別、学歴別、企業規模別の初任給

企業規模
100人以上

学 歴 規 模 計 500人以上 100人未満
職 種 500人未満

円 円 円 円
大 学 卒 197,485 201,915 194,476 187,091

新 卒 事 務 員

短 大 卒 179,997 179,755 182,415 174,307

高 校 卒 164,682 165,967 164,402 161,546

大 学 卒 201,623 205,607 201,458 190,498

新 卒 技 術 者 短 大 卒 183,924 184,708 187,280 169,906

高 校 卒 166,388 168,437 166,794 160,417
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大 学 卒 199,247 203,321 197,719 188,724

新 卒 事 務 員

及 び 短 大 卒 181,772 181,931 184,729 172,416

新 卒 技 術 者

高 校 卒 165,505 167,040 165,650 160,981

注：金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者のみに支給される

給与を除いた額である。

（３） 諸手当の支給状況

ア 家族手当

事 業 所 割 合
支 給 の 有 無

岡 山 県 全 国

家 族 手 当 制 度 が あ る 76.4％ 74.1％

配偶者に家族手当を支給する (86.3％) (74.5％)

家 族 手 当 制 度 が な い 23.6％ 25.9％

配 偶 者 11,816円 12,713円
扶養家族の
構 成 別 配偶者と子１人 17,313円 19,145円
支 給 月 額

配偶者と子２人 22,431円 25,243円

注：１ （ ）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。
注：２ 家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。

イ 特別給（賞与及び臨時給与）

区 分
岡 山 県 全 国

項 目
事務・技術等従業員 事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

下 半 期（Ａ１） 330,142 円 398,936 円 282,202 円
平均所定内給与月額

上 半 期（Ａ２） 330,482 円 401,295 円 283,339 円

下 半 期（Ｂ１） 717,514 円 849,509 円 499,372 円
特別給の支給額

上 半 期（Ｂ２） 699,094 円 880,342 円 512,770 円

下半期（Ｂ１/Ａ１） 2.17 月分 2.13 月分 1.77 月分
特別給の支給割合

上半期（Ｂ２/Ａ２） 2.12 月分 2.19 月分 1.81 月分

年 間 計 4.29 月分 4.32 月分

注：下半期とは令和２年８月から令和３年１月まで、上半期とは令和３年２月から７月までの期間をいう。
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３ 職員の給与に関する報告及び勧告
地方公務員法の規定に基づき、令和３年10月６日、県議会議長及び知事に対し、職員の給与について

次のように報告及び勧告を行った。

（１） 職員給与と民間給与との較差

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（Ａ－Ｂ）

372,263円 372,188円 75円 （0.02％）

注：民間給与、職員給与ともに、令和３年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

（２） 報告（むすび）

ア 職員給与

職員給与等の決定に関係のある基礎的な諸条件については、以上述べたとおりである。

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、これらを総合的に勘案した結果、次の措置を行う必

要があると判断した。

（ア）給料表

本年４月時点における民間給与と職員給与を比較した結果、職員給与が民間給与をわずかに下回

っていることが判明した。

本委員会としては、本年の較差は極めて小さく、職員給与と民間給与はおおむね均衡しているこ

となどから、給料表の改定を行わないこととした。

（イ）期末手当及び勤勉手当

職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給割合は、昨年８月から本年７月までの１年間における

民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間の支給月数を0.15月分引き下げ、4.30月分とす

ることとする。支給月数の引下げ分について、本年度は、12月期の期末手当から差し引き、令和４

年度以降は、６月期と12月期の期末手当の支給月数が同一となるよう配分することとする。

なお、再任用職員、特定任期付職員及び任期付研究員の期末手当についても同様とする。

イ 給与勧告実施の要請

人事委員会の給与勧告制度は、憲法で保障されている労働基本権を制約することに対する代償措置

として設けられたものであり、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準と民間の給与水準を均衡させ

る（民間準拠）とともに、職員の給与制度を国家公務員の給与制度に準じるものとして、長年の経緯

を経て職員給与の決定方式として定着している。

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、職員も勤労者であり、勤務の対価として適切な給与を支給す

ることが必要とされる中で、その給与水準は、民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難であ

ることから、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準

に準拠して定めることが最も合理的であると考えられることによる。一方、給料表の構造等の給与制

度は、公務としての近似性、類似性を重視して均衡の原則を適用し、国家公務員の給与制度を基本と

して決定することが適当である。

このような民間準拠等により職員給与を決定する仕組みは、職員の理解と納得とともに広く県民の

理解を得られる方法であり、職務に精励する職員に、こうした方法により決定された適正な給与を支

給することは、行政の効率的、安定的な運営に寄与するものである。

議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義と役割に深い理解を示され、このたびの勧

告を実施されるよう要請する。
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別表第１ 公民給与の比較における比較対象従業員（事務・技術関係職種）

職 種 要 件

支 店 長

・構成員50人以上の支店（社）の長又は工場の長

工 場 長

部 長
・２課以上又は構成員20人以上の部の長

・職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

・前記部長に事故等のあるときの職務代行者

部 次 長 ・職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が部長と課長の間に位置付けられる者

課 長
・２係以上又は構成員10人以上の課の長

・職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職

・前記課長に事故等のあるときの職務代行者

・課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者

課 長 代 理 ・課長に直属し部下４人以上を有する者

・職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が課長と係長の間に位置付けられる者

・係の長及び係長級専門職

係 長 ・係長等のいない事業所において主任の職名を有する者のうち課長代理以上に直属し直属の部

下を有する者及び職能資格等がこれに相当する主任の職名を有する者

主 任
・係長等のいる事業所において主任の職名を有する者

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が係長と係員の間に位置付けられる者

係 員 ・上司の指導、監督の下に定型的な業務を行う、いわゆる一般の事務員又は技術者
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別表第２ 公民給与の比較における対応関係

行政職給料表 民間事業所

職務の級
標準的な 企業規模500人 企業規模100人以上 企業規模100人

職務(例) 以上の事業所 500人未満の事業所 未満の事業所

９級 本庁部長
支店長、工場長、

部長、部次長

８級
本庁

部次長

課 長
支店長、工場長、

７級
本庁

部長、部次長

困難課長 支店長、工場長、

部長、部次長
６級 本庁課長

課長代理 課 長

５級 副参事 課 長

４級 主幹 課長代理 課長代理

係 長

３級 主任 係 長 係 長

２級
主事

主 任 主 任 主 任

技師
１級 係 員 係 員 係 員
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（３） 勧告

職員の給与について、次の事項を実現するため、所要の措置を講ずることを

勧告する。

第１ 改定の内容

期末手当及び勤勉手当について

ア 令和３年12月期の支給割合

(ｱ) 12月に支給される期末手当の支給割合を1.125月分（特定幹部職員に

あっては、0.925月分）とすること。

(ｲ) 再任用職員については、12月に支給される期末手当の支給割合を0.6

25月分（特定幹部職員にあっては、0.525月分）とすること。

(ｳ) 任期付研究員及び特定任期付職員については、12月に支給される期

末手当の支給割合を1.575月分とすること。

イ 令和４年６月期以降の支給割合

(ｱ) ６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.2月分

(特定幹部職員にあっては、1.0月分）とすること。

(ｲ) 再任用職員については、６月及び12月に支給される期末手当の支

給割合をそれぞれ0.675月分（特定幹部職員にあっては、0.575月分）

とすること。

(ｳ) 任期付研究員及び特定任期付職員については、６月及び12月に支給

される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分とすること。

第２ 改定の実施時期

この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月

の初日（公布の日が月の初日であるときは，その日）から実施すること。

ただし、第１のイについては、令和４年４月１日から実施すること。

４ 勧告実施の状況

期末手当及び勤勉手当については、令和３年12月期び令和４年６月期以降の支

給割合について、上記のとおり年間の支給割合を0.15月分引下げる勧告を行った。

令和３年12月期の支給割合については勧告どおりの実施ではなかったが、国家公

務員の給与の改定に準じ、令和４年６月期の期末手当に関する特例を設ける措置

が取られた。なお、令和４年６月期以降の支給割合については、勧告どおり実施

された。
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第 ５ 章

勤務条件関係等業務
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第５章 勤務条件関係等業務

１ 勤務条件
（１）会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山県人事委員会規則第26

号）及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用についての制定について

（令和元年10月25日岡人委第268号）の一部を次のとおり改正した。（適用：令和４年１月１日）

非常勤職員の勤務時間及び休暇に係る人事院規則及びその運用通知が一部改正されたことにより、

国の非常勤職員について、不妊治療のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新

設並びに産前休暇及び産後休暇の有給化がなされたことから、国の制度との均衡を図るため、本県

の会計年度任用職員について、特別休暇の新設やその有給化等所要の改正を行った。

ア 特別休暇の新設

（ア）不妊治療のための休暇 ５日（体外受精又は顕微授精の場合には、10日）

（イ）配偶者出産休暇 ２日

（ウ）育児参加のための休暇 ５日

イ 特別休暇の有給化

改正前の規則では無給としていた産前休暇及び産後休暇について、有給とした。

（２）職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭和35年岡山県人事委員会規則第16号）の一部を

次のとおり改正した。（適用：令和４年１月１日）

産前産後休暇を取得する職員の代替職員については、臨時的任用職員として任用していたが、令

和３年11月12日付け総務省通知により、産休代替を任期付職員として採用することができるとの判

断が示されたため、以後は臨時的任用職員としての任用は行わず、任期付職員として任用すること

とした。これに伴い、「産前産後休暇を取得する職員の代替職員として採用する任期付職員」の年

次休暇付与にあたっての計算方法を「育児休業に伴う任期付採用職員」と同様の計算方法に改正し

た。

（３）職員の配偶者同行休業の運用について（平成26年７月４日岡人委第78号）の一部を次のとおり改

正した。（適用：令和４年２月３日）

配偶者同行休業の承認の可否を判断する留意事項に係る「配偶者同行休業の実施について（平成

26年２月13日職職－４１）」の一部改正に鑑み、配偶者同行休業の承認が外国における大規模な災

害の発生や感染症のまん延等の事由により職員及び配偶者が外国に滞在しない状態が相当期間にわ

たり継続することが見込まれることにより取り消された後、再度の配偶者同行休業をしようとする

場合についても、一定期間の職務従事期間を考慮することなく、請求期間の日数が前回の配偶者同

行休業が取り消された日から当該配偶者同行休業の請求期間の末日までの日数以内であるときは承

認することが適当であるとの解釈を示した。

（４）職員の育児休業等に関する規則（平成４年岡山県人事委員会規則第６号）及び会計年度任用職員

の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山県人事委員会規則第26号）の一部を次のと

おり改正した。（適用：令和４年４月１日）

ア 職員の育児休業等に関する規則

職員が育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するために任命権者が講ずべき措置等を規定した。

イ 会計年度任用職員の勤務時間、休日休暇に関する規則

（ア）介護休暇及び介護時間の取得の「引き続き在職した期間が１年以上」との要件を廃止した。
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（イ）子の看護休暇及び短期介護休暇の「６月以上継続勤務」との要件を「６月以上の任期又は６

月以上継続勤務」に緩和した。

２ 服 務
（１）職員の分限に関する規則（昭和46年岡山県人事委員会規則第３号）の一部を次のとおり改正した。

（適用：令和４年４月１日）

職員の分限に関する条例（昭和46年岡山県条例第11号）の一部改正に鑑み、職員を不妊症又は不

育症の治療を行うための休職にすることができる回数を定める等所要の改正を行った。

３ その他
本委員会が所管する規則及び運用通知について、行政手続きにおける職員等の負担の軽減や行政

手続の利便性の向上を目的として、原則として書面への押印を不要としたほか、規則等で規定され

ている様式を削除し、運用通知に様式を規定する等所要の改正を行った。

（適用：令和４年２月２５日）

○勤務条件に関する措置の要求に関する規則（昭和26年岡山県人事委員会規則第５号）

○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則（昭和27年岡山県

人事委員会規則第１号）

○不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和38年岡山県人事委員会規則第２号）

○不利益処分についての審査請求に関する規則の運用について（令和４年２月25日岡人委第316号）

○職員の育児休業等に関する規則（平成４年岡山県人事委員会規則第６号）

○職員の育児休業等に関する規則の運用について（平成４年３月27日岡人委第361号）

○職員の自己啓発等休業に関する規則（平成20年岡山県人事委員会規則第18号）

○職員の自己啓発等休業に関する規則の運用について（令和４年２月25日岡人委第318号）

○配偶者同行休業の運用について（平成26年７月４日岡人委第78号）

○職員の退職管理の運用について（平成28年３月22日岡人委第304号）

○職員の退職管理の運用について（平成28年３月22日岡人委第305号）

○職員団体の登録等に関する規則（昭和41年岡山県人事委員会規則第10号）

○職員団体の登録等に関する規則の運用について（令和４年２月25日岡人委第322号）

○岡山県職員給与支給規則（昭和26年岡山県人事委員会規則第11号）

○岡山県職員給与支給規則の運用について（昭和26年11月６日岡人委第251号）

○岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の運用について（令和元年10月25日岡人

委第269号）

○通勤手当に関する規則（昭和33年岡山県人事委員会規則第13号）

○通勤手当に関する規則の運用について（昭和33年10月７日岡人委第407号）

○住居手当に関する規則（昭和49年岡山県人事委員会規則第46号）

○住居手当に関する規則の運用について（昭和49年12月25日岡人委第333号）

○単身赴任手当の運用について（平成２年３月27日岡人委第298号）

○岡山県職員特殊勤務手当支給規則（昭和49年岡山県人事委員会規則第８号）

○岡山県職員特殊勤務手当の運用について（昭和49年３月27日岡人委第505号）

○岡山県県費負担教職員の給与に関する規則（昭和31年岡山県人事委員会規則第８号）

○岡山県県費負担教職員の給与に関する規則の運用について（昭和35年３月４日岡人委第100号）

○岡山県人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年岡山県人事委員会規則第13号）
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第 ６ 章

公平審査関係業務
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第６章 公平審査関係業務

１ 勤務条件に関する措置要求

（１）令和３年度において判定したもの …… １件

（２）令和３年度において審査したもの …… なし

（３）令和３年度において却下したもの …… なし

（４）令和３年度において取下げのあったもの …… なし

２ 不利益処分に関する審査請求
平成28年３月31日以前に申立てされたものは、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律

第69号）による改正以前の地方公務員法第49条の２に基づく不服申立て

（１）令和３年度において裁決したもの …… １件

平 成 28 年 第 １ 号 不 服 申 立 事 案

１ 処 分 者 受託団体の長

２ 処分の内容 懲戒停職処分（６月）

３ 審査の状況

不服申立年月日 平成28年３月30日

書面審理

裁 決 年 月 日 令和３年５月31日

裁 決 内 容 処分承認

（２）令和３年度において審査したもの …… なし

（３）令和３年度において却下したもの …… なし

（４）令和３年度において取り下げのあったもの …… なし

（５）令和３年度において打ち切ったもの …… なし

３ 苦情処理

令和３年度において苦情相談があったもの …… 16件
（単位：件）

処理
制度説明 アドバイス 当局に伝達 調査申入れ そ の 他 計

事項

任用関係 ３ ３

給与関係

勤務条件 ４ ４

福利厚生

いじめ等 ４ ４ ８

そ の 他 １ １

計 １２ ４ １６
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４ 公平委員会事務受託地方公共団体一覧
令和４年３月31日現在の受託団体は次のとおりである。

団体の種類 団 体 数 計

市 井原市，総社市，高梁市，新見市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，真庭市，
美作市，浅口市（10市）

和気町，早島町，里庄町，矢掛町，新庄村，鏡野町，勝央町，奈義町， ５８団体
町 村

西粟倉村，久米南町，美咲町，吉備中央町（12町村）

一部事務組合 専任の職員を置いているすべての組合（35一部事務組合）及び１広域連合
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第７章 職員団体関係業務

１ 職員団体の登録
（１）県関係

令和３年度に新規登録、解散、登録の効力停止及び登録取消しをした職員団体はなかった。また、

登録事項の変更を登録した職員団体は次のとおりであった（５件）。

登録事項の変更

登 録 番 号 団 体 名 登録変更年月日 変 更 内 容

１ 岡 山 県 職 員 労 働 組 合 R3. 7. 9 役員変更

２ 岡 山 県 教 職 員 組 合 R3. 5. 11 役員変更

３ 岡山県高等学校教職員組合 R3. 4. 28 役員変更
R3. 5. 21 役員変更

５８ 新 岡 山 県 教 職 員 組 合 R3． 6. 25 規約変更

〃 役員変更

（２）受託地方公共団体関係

令和３年度に新規登録、解散、登録の効力停止及び登録取消しをした職員団体はなかった。また、

登録事項の変更を登録した職員団体は次のとおりであった（１０件）。

登録事項の変更

登 録 番 号 団 体 名 登録変更年月日 変 更 内 容

６ 浅 口 市 職 員 労 働 組 合 R3. 11. 1 役員変更

33 浅 口 市 職 員 組 合 R3. 11. 16 役員変更

36 自 治 労 早 島 町 職 員 組 合 R3. 11. 29 役員変更

48 総 社 市 職 員 組 合 R3. 8. 25 役員変更

50 自 治 労 新 見 市 職 員 組 合 R3. 6. 23 役員変更

51 美 咲 町 職 員 労 働 組 合 R3. 8. 25 役員変更

52 真 庭 市 職 員 労 働 組 合 R3. 8. 27 役員変更

54 高梁市幼児教育教職員組合 R3. 4. 26 役員変更

55 井原市幼児教育教職員組合 R3. 4. 20 役員変更

56 総社市幼児教育教職員組合 R3. 4. 26 役員変更
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２ 管理職員等の範囲の指定
（１）県関係

職の新設・改廃等に基づき、管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年岡山県人事委員会規則第

15号）の一部を次のとおり改正した。

機 関 名 新たな指定 指定の廃止 理 由 公布年月日

及び番号

知 本 庁 ・理事 ・総括副参事（法制班に属 職の新設 R 4 . 3 . 3 1

事 ・副室長（人事、給与 する者） 及び廃止 規則第23号

部 又は予算の事務を行 ・副参事（行政改革推進室

局 う者） に属する者）

・総括副参事（総務班 ・主幹（法制班に属する

に属する者） 者）

・総括主幹（法制班に ・主事（総務班に属する者

属する者） で人事の事務を行うも

・主幹（行政改革推進 の）

室に属する者）

・主任（地方創生推進

室に属する者）

出先 児童相 ・副参事（人事の事務を行 職の廃止

機関 談所 う者）

家畜保 ・総括参事 職の廃止

健衛生

所

記録資 ・副館長 職の廃止

料館

農林水 ・総括副参事（人事の ・総括主幹（人事の事務を 職の新設

産総合 事務を行う者） 行う者） 及び廃止

センタ ・主事（人事の事務を ・主幹（人事の事務を行う

ー 行う者） 者）

・主任（人事の事務を行う

者）

人事委員会事務局 ・総括主幹 職の廃止

（２）受託地方公共団体関係

職の新設・改廃等に伴い、岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の

範囲を定める規則（昭和41年岡山県人事委員会規則第16号）の一部を次のとおり改正した。

公共団体 機 関 新たな指定 指定の廃止 理 由 公布年月日
及び番号

高 梁 市 市長部局 本庁 所長代理 職の新設 R3. 6.25
規則第９号

病院 検査室長 職の新設

教育委員会 文化交流館 館長 指定管理
副館長 者制度導
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入に伴う
機構の廃
止

総合文化会館 館長 指定管理
副館長 者制度導

入に伴う
機構の廃
止

真 庭 市 市長部局 振興局 次長 職の新設

教育委員会 事務局 主事（教育総務 職の新設
課に属する者で
人事又は給与の
事務を行うもの
に限る。）

矢 掛 町 町長部局 本庁 総合政策監 財政管財係長 職の新設
財政係長 及び廃止
管財係長

美 咲 町 町長部局 本庁 政策推進監 総務課長補佐 職の新設
所長 及び廃止
所長代理

保育園 副園長 職の新設
園長代理
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第８章 労働基準監督機関関係業務

１ 労働基準監督機関職権行使者
労働基準監督機関の職権は、令和元年10月18日人事委員会の決議により、吉松委員に委任されている。

２ 労働基準法別表第１の事業区分
令和３年度においては、事業所の新設はなかった。

３ 労働基準法に基づく諸届の受理等
令和３年度の諸届の受理等の状況は、次のとおりである。

項 目 件数 備 考

時間外労働、休日労働に関する協定の締結届 93 年度当初89件、変更４件

解雇予告除外認定 ２

宿日直勤務許可 30

４ 労働安全衛生法に基づく諸届の受理等
令和３年度の諸届の受理等の状況は、次のとおりである。

項 目 件数 備 考

衛 生 管 理 者 等 選 任 報 告 83 衛生管理者49件、産業医34件

健 康 診 断 結 果 報 告 ３

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 ３

労 働 者 死 傷 病 報 告 １

機 械 等 設 置 届 ３ Ａ重油貯蔵タンク１件、Ａ重油貯蔵タンク

１件、蛍光Ｘ線分析装置１件

機 械 等 廃 止 届 ２ Ａ重油貯蔵タンク１件、蛍光Ｘ線分析装置

１件
特 定 機 械 等 の 性 能 検 査 実 施 14 （一社）日本ボイラ協会委託分 1 4 件
第 一 種 圧 力 容 器 休 止 報 告 １
ボ イ ラ ー 休 止 報 告 １
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